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1．はじめに

　2010 年のことである．上ւのۭߓで「上ւカントリーバカンス―

家ָ」という日本語のパンフレットを目にした．そこには，य़は「ピクニ

ックとՖ見」，Նは「避ॵレジϟー」，ळは「もぎ取りと初物味」，ౙは

「民俗体験」と題して，上ւ近߫にあるଜや古，ۀ公Ԃ，ྛ公Ԃな

どが紹介されていた．ق࢛を通じて，大都会から少し離れた近߫のଜړ

ଜでさまざまな༨Ջを過ごせるというわけである．

　だがこれは，上ւという大観光都ࢢの周辺での外国人向けの特別な観光

形態というわけではない．中ԝ行政機関であるۀ部が 2011 年に公表し

たデータによれば，全国で，「家ָ」と呼ばれる家民॓はすでに 150

ສށをえ，大規なレジϟーۀ公Ԃは 1 ສ 8,000 箇所ほど存在し，こ

れらの年間の受け入れ客数はのべ 4 ԯ人に達する（1）．また，観光行政を

する国家旅༡局が 2012 年 5 ݄ 17 日に公表した数字では，2011 年末ま

でに，「ؓٳۀ（レジϟーۀ）」，「ڷଜ旅༡（ڷଜツーリズム）」関連

の年間経営収入は 1,500 ԯ元に達し，年間の受け入れ観光客数はのべ 6 ԯ

人をえ，「家ָ」数は 150 ສށ，「ؓٳۀ」や「ڷଜ旅༡」のۀ࢈化

されたエリアは 2 ສ箇所をえ，1,500 ສもの民の就ۀをଅ進したとさ

れる（2）．

　本稿では，近年んになった中国のグリーン・ツーリズムについて，ま
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ず政策的な側面からその展開過程と特徴を明らかにし，その上でグリー

ン・ツーリズムが展開される地域におけるଜの役割について考察する（3）．

具体的には以下の 3 点を議論していく．

①中国において，グリーン・ツーリズムがどのように発生し，観光やଜ

政策においていかに位置づけられてきたのか．

②グリーン・ツーリズムに関与する主体やその組み合わせにはどのような

ものがあり，それͧれの主体がいかなる役割を担っているのか．

③上記のうち，ଜの自治組৫やそれから派生する組৫がグリーン・ツーリ

ズムの運営にかかわる場合に，中国ଜの特徴であるଜ民自治制度と土

地集ஂ所有制度が，地域のグリーン・ツーリズムのあり方や地域社会に

どのようなӨڹを及ぼしているのか．

2．問題の背景

　本稿においてこのような問題ઃ定を行った背景には，日本のグリーン・

ツーリズムをめぐる以下の議論がある．

　1 つは，地域経営型グリーン・ツーリズムという概念である．これは，

が，ヨーロッパのグリーン・ツーリズムとの比較から，日本の特徴࡚ٶ

を表す概念として打ち出したものである（࡚ٶ 2006：11）．グリーン・ツ

ーリズムࢪઃの運営方式に着目すると，個人経営中心のヨーロッパに対し

て，日本では，ڠړ・ڠ等のஂ体，第三セクター，集མ，家グループ

による経営が中心であるという．中でも，1 つの地域を範域としてかなり

数のॅ民が，出資，࿑働や土地提供，࢈物出ՙなどにより地域経営体に

参加する方法が，1990 年代後半以߱には主流となったとされる．

　本稿が着目するのは，࡚ٶが，こうした形態でのグリーン・ツーリズム

は，アジアଜに共通するコンセプトであるとする点である（࡚ٶ

2006：12）．実際に，࡚ٶやその研究グループのメンバーも中国の事例研

究をいくつか行い，後述するように，中国版の地域経営型グリーン・ツー
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リズムが展開されていることを見出している．

　そして，もう 1 つは，グリーン・ツーリズムについて，「ଜ，「むら」

全体で展開することがどのように可能であるのか」，「集མ全体での合意形

成に基づいてグリーン・ツーリズムを進めることは一般的なのだろうか．」

という問いにあるような，上記とはむしろ逆のとらえ方である（ߥṤ

2008：30）．この問題提起を行ったߥṤ๛は，「家民॓等のグリーン・ツ

ーリズム的な起ۀは，地域的な資源の利活用を内包するにせよ個別的に担

われるケースが一般的であり，ଜ集མレベルにおいてそれらは「むら」

のڠ議事項（慣習的な行事，ۀ生࢈，祭事等）とは一線を画し，共同の

取組みとして行われないことがある．」ことを指摘する（ߥṤ 2008：31）．

地方自治体のグリーン・ツーリズムڠ議会等によって，個別的な家民॓

や家レストラン等の点はネットϫークで結ばれつつあるが，「ۀ集མ

における面的な展開は必ずしも進んでいるとはいえない」ことは，「「む

ら」による連ܞ的な関与がグリーン・ツーリズムとೃછみにくい面のある

ことをӐわせる」と述べている（ߥṤ 2008：31）．

　以上 2 つの議論は，グリーン・ツーリズムをめぐり，地域社会における

個と集ஂ（ଜ）の関係について，問題提起している．グリーン・ツーリズ

ムは，経営家の個別的な営みの側面と地域の共同性にかかわる側面の両

面を併せ持つ．このため，地域全体として見ると，前者の側面が強く個々

の経営家が必要に応じてネットϫーク化されていくケースと，一方で，

むしろଜ（集མ）といった一定の地域範囲での一体的な経営が主となる後

者の側面が前面に出るケースとが存在し，これらを両端とする幅の中で運

営されていると見ることができるのではないだろうか．そうすると，この

幅がなぜ生じるのか，すなわちある場合に一方の側面が強く表れる理由は

何であるのか．またグリーン・ツーリズム経営により形成される共同関係

と従来の地域社会の共同関係の性質の違いや両者の関係についても問われ

ることになる．

　こうした点について，中国ଜ社会はどのような特徴をもつのであろう
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か．本稿は，この՝題にアプローチするための作ۀの 1 つとして，まずは

ଜがグリーン・ツーリズムの運営主体として関与する場合について，その

かかわり方やさらにはそれが成立するための݅について考察を行うもの

である．

3．中国におけるグリーン・ツーリズムの誕生と政策展開

（1）グリーン・ツーリズムの発
　中国におけるグリーン・ツーリズムは，改革開์の始まった 1980 年代

以߱，まずは家の自発的な取組みとして始められた．これには大きく分

けると 2 つのタイプがあった．

　1 つは，観光地の傍のଜにおけるもので，観光地への๚問者向けに，

॓，৯ಊ，短ڑ離༌送，ۀ，写真ࡱӨ，അのିし出し，人力ं引きなど

を営んだことが始まりとされる（Gao,�S.�et�al.�2009）．

　もう 1 つは，大都ࢢ周辺において展開されたものである．࢛省成都ࢢ，

ࢢژ，広౦省深㡕ࢢなどがその先駆けとされ，ශ困対策とは別の文脈に

ある．

　なかでも成都ࢢは，「家ָ」という言葉の発の土地であり，2006 年

には国家旅༡局により，「中国家ָツーリズム発の地」とশされてい

る．その分けである同ࢢ䥧ݝのՊଜは，もともとබ木生࢈とそのൢച

のんなଜで，බ木をങいに来た人に৯事や॓ധを提供する家が 1986

年に現れたことがそのはじまりである．1987 年 4 ݄には地元の新聞『成

都൩報』で「家ָ」が初めて使用された（王 2010：6-7）．その後，

1992 年には，当時の࢛省副書記がこのଜを視察し，「家ָ」とشᓼし

ている．

　一方ژは，内容は「家ָ」と同様であるが，「民俗旅༡」という名

শを主に用いている．ࢢژの߫外にある史跡・چ跡，景勝地，ྛ公Ԃ

等の付近で展開され，それらへの観光客に依存しているケースが多い点が
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特徴である．1980 年代後半に，ণฏݝ十三ྕ（ߖ帝のྕุ）に建ઃされ

た観光౧Ԃがその始まりとされる．その後，1995 年にژで開࠵された

世界女性会議が߫ࢢژ外の観光ۀにもӨڹを与え，90 年代半ば以߱，

取組む家も増えた（ᬝ 2005）．

　こうして個々の家やଜで，所得向上のために独自に始められたものが，

その後，政の目に留まり，政策の中に位置付けられるようになった．政

策は 2 つの流れに整理でき，1 つは，観光ۀによるශ困脱٫支ԉ策として，

もう 1 つは，観光ৼ興の一としてであり，2000 年代半ばの新ଜ建ઃ

以߱は，ଜ政策としての性格も加わった．

（2）ශ困地域対策として
　1990 年代初頭に，中ԝから各省にශ困対策をߨじるよう要求が出され

た．その時に，Տ，࢛，Ӣೆ，وभ等では，観光地として新たに開์，

整උされたエリアの付近の家を観光ۀに従事させ，ශ困からの脱出をは

かるという方策をとった．

　1996 年には，国家旅༡局と国務Ӄැශ指導ห公ࣨ（ශ困救済自立支ԉ

策を所）が，観光を通じたශ困救済自立支ԉに関する全国会議をބೆ省

張家界で開࠵した．各省から報告された数字によれば，1996 年までに全

国で 1 ສଜ༨り，約 300 ສ人がශ困から脱出したとされる（高 2008：

221-222）．

　2000 年には，国家旅༡局が，観光ৼ興によるශ困救済自立支ԉのため

の最初の実験区をೡՆ回自治区盤ࢁにઃ置した．だが，中ԝの観光部

とශ困対策部の共同の取り組みは，見では，実験区のガイドライン

を制定した 2002 年以߱，目立った動きを見せていない．新たな実験区も

2013 年まで指定されていない．むしろ旅༡局は，次項にあるようにۀ

部との共同の取組みを始めるようになっていった．
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（3）観光ৼ興およびଜৼ興策として
　国家旅༡局は，ຖ年，年間の観光テーマを掲げており，1998 年の「՚

Ն都ࢢଜ観光年」ではじめてଜ地域を対象とした．そして，2001 年

には，ۀツーリズムとともにۀツーリズムを重要事ۀとし，典型事例

の収集に着手し，「ۀツーリズムモデル地区」事ۀを推進することを打

ち出した．これにより，ཌ年の 2002 年には，「全国ۀツーリズムモデル

地区，全国ۀツーリズムモデル地区検ࠪ基४（試行）（全国ۀ旅༡示

範点，ۀ旅༡示範点検ࠪ標४（試行））」が，全国の観光行政部に通知

された．モデル地区は，評価点 1,000 点満点（ʴ加点ポイント 50）中 700

点以上で認定される．評価基४は，経済効果 200 点，社会効果（ޏ用創出

力，ೲ੫等）150 点，観光インフラの整උ（ࢪઃ，道࿏，アクセス等）

140 点，経営（経営組৫・体制，接客，顧客満足度等）130 点などから構

成される．2004 年 7 ݄にモデル地区の第一陣が公表された．ଜでの取り

組みもあるが，地方政やۀاの資によるハイテクԂなど，のテー

マパーク的な場所が多く選定されていた．

　そして，2006 年には，年間観光テーマに再びଜが登場した（「中国ڷ

ଜへの旅」）．また，国家旅༡局は「ଜツーリズム発展のଅ進に関する指

導意見（関ԙଅ進ଜ旅༡発展的指導意見）」も発した．これは，「社会主

義新ଜ建ઃ」という新たなଜ政策に呼応しており，数値目標は，ຖ年，

ଜで新たに増加する観光ۀ就ۀ者を 35 ສ人，観光ۀに関連する就ۀ者

を 150 ສ人，観光ۀに従事する民のฏ均所得を 5ˋ 増加させるというも

のであった．この他に，全国で 100 のଜツーリズム特色1,000，ݝ の

ଜツーリズム特色ڷ，10,000 のଜツーリズム特色ଜの建ઃも目標とさ

れている．ଜツーリズムの形態については，「家ָ」が現段階の基本

的な形式であり，最も中国の特色あるଜツーリズムであるとしたうえで，

そのレベルアップや特色を打ち出すこと，経営家間の過当ڝ争を避ける

ことを求めている．

　ཌ年 2007 年の観光テーマは，「中国都ࢢଜの調の旅（「ᨢ༡」）」
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になったɻまたこの年から，国家旅༡局とۀ部との共同の取組みが始ま

り，「全国におけるڷଜツーリズムの発展を強力に推進することに関する

通知（国家旅ᕟ局ۀ部関ԙ大力推進全国ڷଜ旅༡発展的通知）」が合同

で発せられた．この通知の内容は，国家旅༡局が前年に出した「ଜツー

リズム発展のଅ進に関する指導意見」と重なるが，実行のための組৫体制

が書き加えられ，ۀଜ行政サイドと観光行政サイドの分ۀとۀڠが示

されている．

　ۀ部と国家旅༡局からは，次いで 2010 年には「全国レジϟーۀと

モデル地点創ઃ活動展開につۀ全国レジϟー，ݝଜツーリズムモデルڷ

いての意見（関ԙ開展全国ؓٳۀᢛڷଜ旅༡示範ݝ全国ؓٳۀ示範

点創建活動的意見）」が出され，2010 年から 3 年間で，モデルݝ 300，モ

デル地点 300 の育成を目指した．なおこの活動は 2013 年以߱もさらに 3

年の目標期間がઃ定されて継続している．

　また，ۀ部は，第 12 次 5 か年計画（2011～2015 年）に呼応して，

「第 12 次 5 か年計画期における全国レジϟーۀ発展計画（全国ؓٳۀ

発展ʠ十二ޒʡ規֢）」を 2011 年に策定している．発展目標として，ۀ࢈

の規拡大が掲げられ，年間の営ۀ収入 500 ສ元以上の経営体の 20ˋ 増

加，入り込み客と営ۀ収入の年ฏ均 15ˋ 以上の増加が示されている．主

要な任務の第一には，ۀ࢈構造の合理化，規経営の拡大があり，「家

ָ」やখ規なレジϟーۀاۀは，付近の大型の観光地との連ܞを自ら

進んで強化するよう求めている．そして，2013 年には，上記計画の目標

実現に向けた具体的な方策を示す「全国レジϟーۀおよびڷଜツーリズ

ムのレベル向上活動推進実ࢪプラン（全国ؓٳۀᢛڷଜ旅༡推進提ঢ行

動実ࢪ方案）」が打ち出された．

　以上，中国におけるグリーン・ツーリズムは，2000 年代半ばからの新

ଜ建ઃの政策展開を背景に，国のۀ，ଜ政策の一つとしても高く位

置づけられるようになっていったことがわかる．通達では多様な形態での

展開が提示されているが，ۀ࢈としての規と経済効果がより重視される
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ようになってきていると言え，レジϟーۀ公Ԃ，ハイテクԂなど，こ

れをૂうことのできる多機能で規の大きな経営体について多く言及され

ている．

4．中国におけるグリーン・ツーリズムの展開パターン

　グリーン・ツーリズムをその運営主体から見ると，以下のような展開パ

ターンに分類することができる（4）．

①খ規な家経営

　家が家単位でখ規に自発的に経営するもので，「家ָ」が典型

である．ଜ内に経営家が多数存在することもあるが，ଜで統一して理

する機構は存在しない．

②個人場，「旅༡個体ށ」

　①の家経営と比較するとࢪઃも大規で，観光客向けのさまざまなプ

ログラムをඋえている．家の副ۀではなく，一つのϏジネスとして，従

．体として運営されるۀا用するようなޏһもۀ

③経営家ʴ経営家

　地域内の先進的なグリーン・ツーリズム経営家が֩となり，他の経営

家がこれと連ܞする．家間の関係には，৯材の提供や文化・ܳ能パフ

Υーマンスなどにおいて，他の家が中֩家の不足を補うケースやൟ

期の互助などがある．

ʴ家ۀا④

　ଜ外資家と地元家により展開される．その際に，ۀاは，土地やそ

の他の資源（伝統的な家など）の使用権を得て，面的な開発と経営を行

う．そして地元家は，ۀاからି料や配当を得るほか，Ԃの理や

観光客向けのҿ৯ۀに従事することもある．この時にଜは，経営に直接参

画することはないが，後述するように土地の集ஂ所有の単位であることか

ら，土地使用権の取引の際の介，とりまとめ役として関与することもあ



中国におけるグリーン・ツーリズムの展開とଜམ自治組৫　　173

る．

ᶇۀاʴコミュニティ（「社区」）ɹ 家

　ここでのコミュニティは，後述するଜの自治組৫であるଜ民ҕһ会やଜ

でઃ立したツーリズムのためのڠ会組৫を指す．これらの組৫は，地域の

グリーン・ツーリズム事ۀの一部をۀاにҕୗするほか，地元家へのグ

リーン・ツーリズム経営への参加の呼びかけやとりまとめを行う．ۀاは

ଜ営ۀاが前提とされ，観光インフラ建ઃ，外部へのセールス活動，観光

客の受付とଜ内の「家ָ」経営家への分配，サーϏスの質の監ಜ，入

ଜ料徴収，文化・ܳ能アトラクションのا画などを行う．家は，グリー

ン・ツーリズムの具体的なサーϏス提供主体となる．

ᶈ政（地方政）ɹ ʴ家ۀا

　地方政を中心とする比較的規の大きな観光事ۀにおいて見られるパ

ターンである．地方政は，ࢢ場の状況と地域の観光総合計画に基づいて，

開発エリア，内容と時期を決定し，地元民へ働きかける．ۀاは，地方政

が༠致した地域外のۀاであったり，政部がઃ立した観光開発ۀا，

ଜ営ۀاなどのケースがある．家は，④のパターンと同様に土地の使用

権をۀاに提供し，ି料や配当収入を得るほか，そのۀاにޏ用された

り，個人でҿ৯や॓ധۀを経営することもある．

5．グリーン・ツーリズムと中国のଜ

（1）自治組৫としての中国のଜ
　本節では，グリーン・ツーリズムの展開にଜの組৫が関与する場合につ

いて議論を進めるが，その前提として，中国のଜの以下の特徴を握して

おくことが重要であろう．

　第 1 に，中国のଜの末端行政組৫はڷまたはで，それより下の単位

は基の自治組৫（ଜ民ҕһ会）となり，ଜ民ҕһ会組৫法によりଜ民自

治制度の下にある（5）．このことにより，中国のଜは，地域開発において一
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定の裁ྔをもつと共に自力で発展の道をࡧすることにもなる．また，ଜ

の意思決定への参加，自治ࣥ行部への監ಜなどの点で，ଜ民の権利を認め

る詳ࡉな規定も存在する．

　第 2 に，ଜの土地は，集ஂ所有（「集体所有」）であり，ଜの集ஂ経済

組৫あるいはଜ民ҕһ会により理，運用される（土地理法第 10 ）（6）．

　第 3 に，改革開์以߱のଜの経済，社会発展のあり方を見ると，上記

第 1，第 2 の特徴が作用することにより，ଜの経済的，社会的機能は多様

で地域差が大きい．ଜが，集ஂ࢈ࡒを利用して経済運営をうまく行うこと

ができれば，ଜ民の外就ۀの場の創出はもとより，その利५を地域の公

共事ۀやଜ民への福利にॆてることができる．だが無論，その逆の場合も

存在する．

（2）グリーン・ツーリズムの展開とଜ
　以下では，グリーン・ツーリズムを展開する地域で発生している問題や

՝題に関する事例研究を参照して，グリーン・ツーリズムへのଜ（＝ଜ民

ҕһ会やଜでઃ立したツーリズム運営組৫）のかかわり方が，ଜ民自治制

度と土地の集ஂ所有制度によっていかなるӨڹを受けているのかを分析す

る．これは，ある出来事（事݅）を通じてଜの機能が明化したところを

とらえようとするアプローチである．

　事例研究は，前節の類型のᶇやᶈに֘当するようなଜが運営主体の一֯

をなすものを主に参照した．議論されている問題や՝題は，地域内部の合

意形成や各主体の関係調整にかかわる対内的なものと地方政や外部資本

など対外的な関係において生じるものとに区分することができる．前者は，

グリーン・ツーリズムを行うこと自体や地域の観光資源の保全をめぐる価

値の共有や利ӹ調整などにかかわり，後者の対外的側面は，地元地域やグ

リーン・ツーリズム経営家の利ӹ保ޢやツーリズム開発への参画が問題

となる．
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1）地域内部における問題・՝題

　第 1 に，経営主体である個々の家が自己の目先の利ӹを求すること

で，長期的にはଜの観光資源のফ，ഁյをもたらすという問題が生じて

いる．例えば，悪質な客引き，値下げڝ争，家の増改ஙによるଜམのイ

メージや景観のྼ化，また，ΰミやԚ水が適切に処理されないことなどに

より地域の自然ڥのഁյなどが起きている．以下，いくつか具体的な事

例を見てみよう．

　੩とቐ܉は，上述の問題を「共有地の൵ܶ」とশし，ᔳߐ省ߌभで

事例研究を行った（・ቐ 2006）．らは問題解決には，地方政主導型，

外来資者主導型，ଜ集ஂ組৫主導型の 3 つのモデルがあるとしている．

本稿の問題関心からは，ଜ集ஂ組৫主導型の事例が注目される．

　事例ଜは，葉࢈地の特色を生かしたグリーン・ツーリズムの取り組み

を 2004 年から開始した．個々の家が経営の単位となり，一方でଜ民ҕ

һ会が直接理する「ཾᆚଜ༡客服務中心（ཾᆚଜϏジターサーϏス

センター）」がઃ立され，ଜの観光報の宣伝や理，観光ۀ従事者への

トレーニングと監ಜ，コンサルティング等の機能を担うこととなった．ま

た，このサーϏスセンターが各家に観光客を分配することで，家間の

無秩序な客のୣい合いを回避し，過度なۀ化を避けてଜの自然や純な

特徴が保持されることを期待した．

　2005 年 4 ݄に経営を開始し，開始当初は好調であったが，3 ϱ݄後には

客足がݮ少し，立地などによりଜ内の家間で経営状況に差が出始めた．

このため，一部の家は経営面積の拡大をはかり，規則に違反してॅの

改ஙを行うようになった．これがଜ民間の対立をটき，ଜ民ҕһ会の正常

な運営にもӨڹを与えた．ଜ民ҕһ会はଜ民の違反行為を制止できず，ଜ

内の混乱は深ࠁ化し，ଜの観光開発事ۀ，観光の宣伝や営ۀ活動も停し

た．最終的には，規則違反の建ங物は，地元政の介入により強制的にఫ

去され問題解決に向かった．

　とቐは，経営家の違法行為が制止されなかった理由についてまとま
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った分析はおこなっていない．しかし，この事例を踏まえて，ଜ集ஂ組

৫主導型での問題解決のための前提݅として以下の 3 点をڍげている

（・ቐ 2006：22）．それは，①ॅ民がॆ分な自治意識と資質をもつこと，

②外部からの経営者が地元民の経営にとって代わってしまう可能性のഉ除，

③理にあたるଜの組৫がॆ分な権威をもち信頼に値すること，である．

そして，ଜ集ஂ組৫主導型による問題解決モデルは，ଜ民自治制度が下

地となるが，現状では，このモデルを採用することはかなりઓ的なこと

であり，難しいと判断している．また，ଜの機能という点からは，「ཾᆚ

ଜ༡客服務中心」は，ஂ体客向けの営ۀが当初から不ॆ分で，観光客を

各経営家に分配できていなかった点にも注目しておきたい．

　別の地域の事例として，ߐ省౦部のᷪभ文化古ଜམの事例もあり，

こちらは詳しく原因分析を行っている（周 2012）．このଜでは，2000 年

にଜ民ҕһ会が観光会社（「旅༡公司」）をઃ立して正式に観光ۀに着手し，

2005 年に観光ブームが到来した．しかしそれと同時に，ॅをళや॓ധ

の法規に則った正式な手続きを経ずに改ஙޢઃにするために，古ଜམ保ࢪ

するଜ民が次々と出現した．ॅの建ங様式も変わり，ଜམ景観へ大きな

ダメージを与えることとなった．こうした違法建ஙの取り締まりには，ଜ

幹部（ౘ支部，ଜ民ҕһ会の役һ）のほかに地方政もり出し，結局，

違反建ங家に 500 元の罰ۚを՝すことで事態が収束した．

　著者の周य़発によれば，原因はଜの土地利用や景観保ޢのマネジメント

に帰する部分も大きい（周 2012：36）．それは経済的問題として表れる．

ଜからଜ民に分配される観光収入のֹۚが低いため，ଜ民はむしろ自を

改ஙしてళฮにして人にିしたり，または自ら経営しようとする．また，

ॅ改ங希望者に，Ҡ転用に別の土地を用意するા置も考えられているが，

進展していない．Ҡ転先の土地の使用権を持つ家とଜとの間で，補ঈ

݅（ֹۚ）がંり合わず，用地確保が進まないためである（7）．

　そして，ଜམ景観保ޢの計画策定のれとその実効性にも問題があると

指摘している．実効性については，ଜ民ҕһ会は政や司法機関ではない
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ため，ଜ民に対する強制的なࣥ行力を欠くという制度上の問題が存在する．

さらに，筆者は指摘していないが，違法行為に対する処置がଜ民に一律に

適用されるのではなく，ଜの幹部との間に交বの༨地があることも，計画

が実効性を欠く一因になったのではないかと思われる．強引に改ஙを行い

それが問題化した際に，ଜ幹部に対しみに݅ಆ争を行い，最終的に自

らの主張を認めさせることができたଜ民と，ただちに改ஙが阻止されఫ去

されたଜ民がいたのである．

　地域内部における問題・՝題の第 2 には，ツーリズムにかかわる資源や

利ӹが一部の人々に握られてしまうことがある．時少՚による߫ࢢژ外

での事例がこれに֘当する（時 2012）．そこでは，ଜで共同出資して景勝

地区を整උし，その経営は景勝地の立地するଜ民খ組長が請けෛった．だ

が，そのখ組長は他のଜ民の知らぬ間に，外部のۀاにそれを 70 年間リ

ースする契約を結んだことが発֮した．その利ӹの大部分は，そのリーダ

ーと関係者，またそのリーダーと交ব可能であった人たちが手にしていた．

個人によるዞ意的な集ஂ࢈ࡒの運用と利ӹ分配に，ଜ民の不満は高まり，

地方政への陳が繰り返され，さらにはଜ民が外部ۀاの立ち入りを

害するため道࿏෧を行うなど，ଜ内には混乱が生じた．

　時少՚は，こうした事態は，既存のଜམ内権力構造，すなわち体制エリ

ート（ଜ幹部），非体制エリート（幹部職にはないが，その経済力などに

よりଜ内でӨڹ力を有する人々），一般ଜ民の権力関係構造に規定されて

生じていることを分析している．まず，非体制エリートが内部分྾し，ଜ

幹部への対߅（ݗ制）勢力となりえていない．そして，体制および非体制

エリートは，それͧれに，一般ଜ民との関係が希薄であったり，不҆定で

あるため，ଜ民の利ӹの代理人とはなり得ず，ଜ民の権ӹ保ޢよりは私利

を求していたのである．

　そして，ԧ時秀とኰ՚のᔳߐ省永Յݝでの事例研究は，上述のଜམ景観

保全の問題とଜ内の利ӹ配分の両方の問題に関連し，その原因の分析にお

いて，ଜの意思決定へのଜ民の参加も問題としている点に特徴がある
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（ԧ・ኰ 2011）．

　事例ଜでは，観光ۀに従事し受ӹしているのは一部ଜ民のみであり，こ

のため多くのଜ民は自身にメリットのない観光開発に困したり無関心で

あったり，ࣦ望している．古ଜམは観光資源であることを認めつつも，む

しろଜ民は，家の人口増や生活水४の上ঢ，建物のٺ化により，ॅ

の建ସえや新ஙを望み，それを制限する古ଜམ保ޢは，自分たちの権利を

侵害しているととらえている．

　ଜではさらに，ツーリズムに関する問題でଜ民とଜ幹部が対立し，ଜは

まとまりを欠いている．1 つは，ଜと地方政（・ݝ）でઃ立した旅༡

会社からଜへ分配される観光収入の使్について，ଜ民がٙを抱いてい

ることである．2 つ目は，ଜ民ҕһ会およびౘ支部が，ଜ民をだました形

で，観光開発のためにଜの土地の収用契約を政と結んだことである．

著者らは，ଜ民がツーリズムにかかわる意思決定にほとんど参加していな

いことが，こうした問題の背後にあると指摘した．また普段からଜ民は，

自らは何ら発言権がないと考えており，このためଜの政治構造を変えよう

という自信や熱を欠き，幹部の行為にもզຫしてしまうという．

　以上のように，ଜがツーリズムにかかわることで，むしろ地域に問題や

՝題が生じてしまうケースが存在することがわかる．ଜのツーリズムの経

営能力の不足およびそれによるଜ民への利ӹ提供の不ॆ分さ，「共有地の

൵ܶ」を回避するためのଜ民に対するフΥーマル，インフΥーマルな規制

手段の欠如，集ஂ࢈ࡒの運用の公正さやଜ内での利ӹ分配の公ฏ性の欠如

が要因となっている．最後の点は，ଜ民のଜの意思決定への参加や地域リ

ーダーに対する監ಜを内容とするଜ民自治制度が，実効性をもっていない

ことの表れと見ることができるだろう（8）．

　だが一方で，上述の諸問題の発生を回避することができたケースもある．

　Ӣೆ省ܚଂ自治区にあるチベットのଜの事例を見てみよう（ֲ

2010）．この地域は世界自然Ҩ࢈と国家重点෩景名勝区の中心的地域に位

置する．このଜの観光ۀは，ଜ民が自発的に，個々バラバラに従事する
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「അኀ」（ՙବୂ）サーϏスや民॓から始まった．ところがঃ々に，強引な

客引きや法外な料ۚの請求などが発生し，ଜ民間でも力を伴うトラブル

が起きるなど，ଜのイメージダウンにつながる事態となっていった．

　こうした問題に直面して，ଜのリーダーがツーリズム経営の規範化に

り出し，サーϏス料ۚを統一し，「輪流制」（輪番制）によって収ӹ分配の

公ฏ性の確保をはかった．こうした問題解決の背後には，ଜの重要事項を

合議制によりڠ議，決定してきたという地域の伝統があることを，著者の

ֲは指摘している．時代により組৫やリーダー職の名শは変わりながらも，

この伝統は現代にも生きていたということである．

　また，2 節で言及した「地域経営型グリーン・ツーリズム」の中国での

事例として，高田，࡚ٶ，王は，وभ省ཕݝࢁ郎ಙ郎ಙ上ᒎにおけるڷ

ଜツーリズムをとりあげているが，ここでも地域の伝統が生かされていた

（高田・࡚ٶ・王 2011）．

　そのଜは，ミϟオのଜで，伝統行事や෩習，美しい地域景観が観光資

源になり，ଜ民によるショー（民舞གྷ，ָث演等）が上演され，個々

の家は民ധや৯ಊを経営して所得を向上させている．ଜ民ҕһ会は，シ

ョーの組৫化のほか，地域ॅ民に対し観光にかかわる研修会を開࠵して民

॓や৯ಊ経営をサポートしている．また，ଜ民ҕһ会にはショー収入と

家民ധの介手数料の収入があり，それを基に，ଜのӴ生理やインフラ

整උ，祭りなどの公ӹ的事ۀが行われている．

　この事例地域で注目されるのは，ଜ民ҕһ会が，地域の伝統的な自治組

৫である「ޑ社」を基盤に組৫されている点である．ଜ民ҕһ会の幹部は

の幹部である．この二重性により，ଜ民の意見はଜ民ҕһ会に反「社ޑ」

映され，「全ॅ民参加型」で，ミϟオの伝統的価値観が保持された持続

可能なڷଜ観光の展開が可能になっていたと著者らは分析している（高

田・࡚ٶ・王 2011：25）．
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2）地域外の主体との関係性をめぐって

　グリーン・ツーリズムが展開する中で，地元の人々やコミュニティがむ

しろ周辺化してしまうことを指摘する研究も少なくない．周辺化とは，地

元地域がその観光資源の利用の主導権をࣦうことや，利ӹが地域の外部に

流出してしまうような状況を指す．

は，発展్上国のଜのツーリズムの問題と中国でのそれには通ࢩڿࠨ　

じるものがあるとし，観光地としての知名度の上ঢ，経済的効果の増大に

つれて，地元の発言権がࣦわれてしまうことを問題視している．中国の場

合，ツーリズムへの発言権はॅ民（コミュニティ）から政（役人）にҠ

り，また政内でもより高い行政レベルの政にҠるという（ࠨ 2010：

126-127）．

　もう少し具体的に状況を見てみよう．ႍࠨは，Ӣೆ省ܚଂ自治भの

事例を通じて，政が有する強制力や開発ۀ者の資本力に比して，地元の

ॅ民はྼ勢な地位に置かれていることを指摘した（9）（ࠨ 2009）．地元の

人々は，ツーリズムの発展において，参加権，知る権利，選権，地域の

資源に対する支配権を大きくࣦし，また，自らの権力や権利に対する認

識も欠いている．このため，合法的な方法と言論で自らの権利の正当性を

証明するのが難しく，自己の利ӹを主張する時はԣで非合法な手段に頼

らざるを得ないというのである．

　このような状況は，ツーリズム開発の過程で発生したいくつかの対立か

ら明らかにされた．1 つは，観光資源の支配権をめぐる地元の人々と政

との対立である．地元のࣉは，ଜ人が建立し代々ҡ持してきたにもかかわ

らず，参観料収入は政༏位に分配されていた．また，地方政の策定し

た観光計画により，これまで観光関連のいを行ってきたࢁからଜ民が締

め出されることなども起きている．2 つ目は，観光開発ۀ者と地元ॅ民と

の対立である．開発ۀ者によって観光エリアが分断されたり，地元ॅ民で

あっても開発ۀ者がઃ定した区域内でのۀ活動には理費が徴収される

ようになるなど，地元の人々の従来の観光ۀ経営にӨڹが生じた．また，
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入場料収入の分配も開発ۀ者に有利で問題となっている．さらに，土地収

用に関しても，開発ۀ者と地元ॅ民が対立している．ただし，これは，ଜ

幹部がଜ民の合意を得ずに，ଜ民への経済的補ঈが明示されていないڠ議

書を開発ۀ者と締結したことが問題の発端であった．

　地域の外部の主体との関係をめぐる問題は，実は，前項で議論したଜの

内部で抱える՝題の解決と密接な関係にあることが指摘されている．

Ying と ;hou の提起する「communal� approach」を見てみよう（Ying�

and�;hou�2007）．これは，҆ᷪ省の䪨ݝにある 2 つのଜの比較から，その

一方のచଜにおける展開を基ૅに生み出された概念である（10）．

　「communal� approach」は，以下の特徴をඋえている（Ying� and� ;hou�

2007：102）．①ଜあるいはଜコミュニティが観光地の基本単位となり，

それ自体で 1 つの観光品となる（周囲を囲い込み，入場料を観光客から

徴収）．②地域のツーリズムに不可欠な役割を担う特別な会社組৫のઃ立．

事例ଜでは，ଜ民ҕһ会によりଜ営会社がઃ立されている．③入場料収入

の一定の割合が，地元ॅ民への現ۚڅ付や地域の福ࢱの向上として再分配

される．④地元の人は，自身でখ規な観光関連のϏジネスを行い，上記

の会社組৫が全体の調整を行う．

　これは，グリーン・ツーリズム運営の形態としては，地域経営型と同質

のものであると考えられる．しかし，この概念は，地域社会と地元政や

外部資本との間の権力関係をより意識したものである．その成立の前提

݅に，ツーリズムの発展と運営において地域社会が「独的な」権利を確

保することの必要性が指摘されているのである（Ying� and� ;hou� 2007：

102）（11）．

　では，ଜがグリーン・ツーリズムの運営主体としてどのように機能する

ことにより，地元地域の周辺化が阻止され，ツーリズムの発展や運営の主

導権を地元の人々が握る可能性が見出されるのか．周辺化の問題に対して

は，中国の研究者の間では，欧米の観光学において展開された「コミュニ

ティ参加」，「コミュニティ・エンパϫーメント」（中国語では「社区増
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権」）の議論を中国へ応用する研究も増加している．

　ところが，そうした研究においては，コミュニティそのものを対象とし

て，そのڽ集性を高めたり，対外的な交ব力を強化することについて議論

がなされるよりも，その中の個々人のエンパϫーメントを最重要՝題とす

る議論が主流になっている．

　その代表的なものにႍࠨ・保継߶の議論がある（ࠨ・保 2008）．彼らは，

コミュニティは独立した実体をなすものとはみなすことができず，個人の

エンパϫーメントがまずなされるべきであるとしている．人は自らの利ӹ

を勝ち取る権利をฏ等に保有しており，そして個々人が，その権利が保ޢ

されるべきものであると認識し，それを守るための行動力をඋえることに

より，あらゆる強制的な権力やഉ他的な権力を厳しく制限できるという

保・ࠨ） 2008：62）（12）．

　このほかにも，個人のエンパϫーメントの༏先を主張する論者には，ֲ

՚（ֲ՚ 2012）や前出のԧ・ኰなどがいる．彼らは社区内部のॅ民の多

様性に着目しており，エンパϫーメントの対象を類型化することなどによ

り，各人にฏ等かつॆ分な権利，能力をො与することを求めている．

　このように，コミュニティについてはあまり触れられず，個人のエンパ

ϫーメントが第 1 とされることの背後には，中国特有の問題状況も存在す

る．上述のႍࠨ・保継߶は，ଜの土地の所有権の帰属問題を指摘する．

グリーン・ツーリズムの資源となるଜの土地は集ஂ所有である．だが，

どのような主体がこの集ஂ所有権を行使できるのかが実は曖昧になってい

る．このため，各レベルの政にଜの土地の使用と理に介入する༨地を

与えてしまい，その一方で，地元ॅ民は，何に依って自己の権利を守れば

よいのかがわからず，土地への権利をࣦした状態に陥っているのである

保・ࠨ） 2008：62）．

　集ஂ所有権の行使の問題に関しては，ԧとኰも，ଜ幹部が国家権力や外

部資本と地域コミュニティの間で方の代理人の役割を担うため，報の

非対শ性を利用できる立場にあることを問題としている．ଜ民からଜ幹部
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への有効な監ಜメカニズムを欠く状況下では，ଜ幹部が実質的に集ஂ࢈ࡒ

の支配権を保持してしまうのである（ԧ・ኰ 2011：55-56）．

6．おわりに

　以上本稿ではまず，中国におけるグリーン・ツーリズムの展開と現状を，

ଜ政策や観光政策と関連させながら論じた．当初は，個々の家やଜに

おける自発的な取組みであったものが，現在は中ԝ政においてもଜ地

域ৼ興策の 1 つとされるようになった．ただし，中ԝレベルでの観光およ

びଜ政策においては，ۀ࢈としての育成に主؟がおかれている．こうし

た方向性は，本稿の後半で見たように，観光地として経済的に成功するほ

ど地元地域が周辺化するケースも少なくない現状では，この問題を深ࠁ化

させるڪれもあるだろう．

　次に，グリーン・ツーリズムの現状を，それにかかわる主体という観点

から類型化して整理した上で，ଜが主体となり運営に関与する場合におい

て，ଜ民自治制度や土地の集ஂ所有制がグリーン・ツーリズムや地域社会

に与えるӨڹを議論した．その結果，現行のଜ民自治制度とଜの土地の

集ஂ所有制のあり方が，地域社会やツーリズムの持続性にマイナスのӨڹ

をもたらす場合もあることが明らかになった．

　ଜ民自治制度と土地の集ஂ所有制度により，ଜは地域のツーリズムを組

৫化して，次の 3 つの機能を果たす可能性をもつ．（1）グリーン・ツーリ

ズムによる利ӹを再分配し，地域全体の福ࢱを向上させること，（2）地域

資源の保ޢにより持続可能なツーリズムを実現すること，（3）政や外部

資本に対してツーリズム開発と運営のコントロール権を保持すること，で

ある．しかし，各地の現実を見ると，これらの可能性が現実のものとなら

ず，むしろ地域社会が不҆定化することも少なくなかった．観光資源への

依存度がଜ民間で異なる中，目前の自らの利ӹを先鋭化させて行動するଜ

民をଜはえることができず，ଜ民間で対立が生じたり，グリーン・ツー
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リズム資源の持続可能性がڴかされていた．また，ଜの土地が集ஂ所有で

あることが，ଜ民の土地に対する権利を曖昧なものにし，その権ӹがଛな

われることもあった．

　以上からは，ଜが一定の利ӹをଜ民に提供できない場合には，自治組৫

も無力化するといういわば実力主義的な世界が存在することがうかがわれ

る．そして，ଜの意思決定への参加やଜ幹部に対する監ಜの欠如のӨڹも

見ることができる．参加・監ಜのための自治の制度は存在する．だが制度

をいかに実働させるかが問題となるのである．

　ଜ民ҕһ会やଜで組৫したグリーン・ツーリズムの運営組৫が機能して

いた地域もある．だが，本稿で見た事例では，ଜ民の声を反映させる自治

の伝統というインフΥーマルな自治に裏打ちされていた．そうなると，フ

Υーマルな自治組৫がこのように機能することはどこでも可能というわけ

ではない．

勢力となるこ߅に，地域が周辺化されることに対して，ଜが有力な対ߋ　

ともなかなか難しい状況であった．周辺化を避けるための方法として，コ

ミュニティ・エンパϫーメントがんに議論されている．しかし，その議

論ではଜはほぼ姿をফし，個人のエンパϫーメントに焦点が当てられてい

た．

　だが，個人のエンパϫーメントとଜというコミュニティレベルでのエン

パϫーメントの関係について，理論的には考察しておくことも必要であろ

う（13）．そこで参考になるのは，「個人の力の発شなくして，集ஂのエンパ

ϫーメントはなしえない」（খᅳ 2005：136）という開発ԉ助におけるエ

ンパϫーメントの概念である．খᅳ子の概念整理によると，エンパϫー

メントとは，①個人が自信を֫得しજ在能力を発شすること，②コミュニ

ティ内外の様々な社会関係における個人のコントロール力の֫得（承認），

③集ஂ内，集ஂ間での相互作用による，相互を高められるような価値の共

有と集ஂとしての成長，④①～③のプロセスを同時に成立させられるよう

なコミュニティ全体の自治能力の向上，という①～④が相互作用する終わ
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りなきプロセスであるとされている（খᅳ 2005：136-137）．

　こうしたエンパϫーメントの図式が中国のグリーン・ツーリズム展開地

域にも適用可能なのかは検討の༨地もある．だが，個人のエンパϫーメン

トと地域の自治能力向上の相互連関を指摘するこの議論は，ଜ民自治制度

を再考させる点で示唆的である．すなわち，個人のエンパϫーメントを問

題にすることは，現行のଜ民自治制度が，上記①や③への視点をॆ分に組

み込んでいないことや，②においても，集ஂ࢈ࡒの所有権と使用権の主体

の権利保ޢ問題に関して不足があることを明らかにするからである．そし

てこのことは，ଜ民自治制度の制度ઃ計に変ߋを迫ることになるであろう

し，むしろそうならなければ個人のエンパϫーメントの達成も難しい．ま

た，個人のエンパϫーメントがなされないままにଜ民自治制度の整උが先

行したことが，上述のように，制度はあるがそれが実働していないことの

一因をなすとも考えられる（14）．

　こうして，グリーン・ツーリズムの展開が，個人のエンパϫーメントの

必要性を提起し，それがひいてはଜ民自治制度や土地の集ஂ所有制度の改

革へとつながる可能性もある．だが，これは本稿の議論とは逆の方向から

の議論となり，また中国の政治体制改革の問題にまで行き着くことになり，

本稿の範囲をえるものである．

　最後に今後の՝題を指摘しておこう．ଜ民ҕһ会を構成する自然ଜ（ଜ

民খ組）が集ஂ所有の単位であったり，ଜ全体ではなく一部自然ଜの範囲

でグリーン・ツーリズムが展開されるケースも存在する．そうした場合の，

自然ଜとଜ民ҕһ会との関係や，ଜ民ҕһ会の機能は，議論に組み込むこ

とができなかった．自然ଜがツーリズムの発展を主導したり，周辺化に

見される（15）．このࢄし地域の利ӹ保持のために活発に活動する事例も߅

点は，今後の著者自身の実証的な研究における՝題の 1 つとしたい．
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注
（１）ۀ部が策定した「第 12 次 5 か年計画期における全国レジϟーۀ発展

計画（全国ؓٳۀ発展ʠ十二ޒʡ計֢）」（2011 年 7 ݄ 25 日）による．
「家ָ」は，見では，行政用語や学ज़用語としての統一された定義は
存在しないようである．高田৾史は，一般的な認識として，「ڷଜ景観や
自然ڥ，ۀ生࢈活動，地域固有の文化などを観光資源とし，観光客が
家家を๚れて地元の家ఉ料理を৯べたり，そこに॓ധする観光形態」

（高田 2010：147）とまとめており，本稿でもこの意味で「家ָ」を用
いる．そして，レジϟーۀ公Ԃ（中国語では「ؓٳۀԂ区」）とは，
一般に，ハイテクۀ，生態ܥに配慮したۀのࢪઃに，見学，ҿ৯，
ઃなどが加えられたものである．「大規」がどの程度のࢪָޘ，体験ۀ
規であるかは示されていない．

（２）新՚ネット（2012 年 5 ݄ 12 日）http://news.xinhuanet.com/society/2012-�
05/17/c@111978258.htm（最終アクセス 2014 年 9 ݄ 19 日）．後述の 2010
年のۀ部と国家旅༡局の通達によれば，「ؓٳۀ」とは，「民の就ۀ
と増収そして社会主義新ଜ建ઃのଅ進を重要な目標として，ଜの第 1
次，2 次，3 次ۀ࢈をލぎ，生࢈と生活そして生態機能が༥合し，ۀ，
࢈物加ۀとサーϏスۀがۓ密に結びついた新型のۀのۀ࢈形態」，

跡や民俗を観光چ民生活，ଜ景観および，࢈生ۀは，「「ଜ旅༡ڷ」
の魅力として，都ॅࢢ民を主な顧客ࢢ場にして，旅行者のڷଜへの観光，
༨Ջのニーズに応える観光ۀ࢈の形態」を意味する．

（３）本稿では，グリーン・ツーリズムについて，「基本的にはړࢁଜに在
して༨Ջを過ごすこと」（古・দ田 2003：11）という適用範囲の広い定
義を用いて，中国で「家ָ」，「ڷଜ旅༡」や「ؓٳۀ」などと呼শさ
れるものを総শする．

（４）以下は，高 2008,�Su�2011, 王�2010,�Gao,�S.�et�al.�2009 を参照し，それらを
基に著者が分類した．

（５）ଜには共࢈ౘの支部組৫もઃ置され，さらに後述するଜの集ஂ経済組৫も
ある．ଜ民ҕһ会がଜ集ஂ経済組৫の機能を代行している地域もある．ଜ
民ҕһ会はさらにいくつかのଜ民খ組から構成され，これは，自然集མを
単位とすることが多い．

（６）ただし，ଜ民খ組やその範囲でઃ立される集ஂ経済組৫が集ஂ所有の単位
となっている地域も存在する．これは同法でも認められている．
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（７）そのほかの理由として，ࢁ間部のためそもそも土地に༨༟がないこと．ま
た，観光ۀのための改ஙを目的とするため，現在の場所からのҠ転は望ま
ないことがある．

（８）ԧとኰは，政治制度（ଜ民ҕһ会組৫法，土地理法）の実ફ形態が，制
度的には可能であるはずのコミュニティの公共利ӹを保োできていないこ
とを指摘している（ԧ・ኰ 2011：55-56）．

（９）調ࠪ地は，世界Ҩ࢈に登録されている「三ߐ併流」（チベット高原に源を
発する 3 つのՏが併行）と中国大߳格ཬ፮生態旅༡区の重要な構成地域
である．

（10）事例地域は，明清時代の古い建ஙが保存された古ଜམで，世界Ҩ࢈にも登
録されている．比較対象となったଜは，ଜが観光開発や運営を主導しよ
うとするものの，それがなかなか実現できない状況におかれてきた．まず
初期段階（1980 年代半ば）において，ଜによる事ۀ計画が地方政（，
いしࡂのࣦഊなどもۀاに承認されなかったほか，その後はଜの観光（ݝ
て，地方政がઃ立したۀاや地方政の呼び込んだ外部ۀاにツーリズ
ム運営の主導権が握られてしまった．そして，その結果として地域に還元
される利ӹも低くえられた状態が続いていた．

（11）上述のӢೆ省のチベットのଜの事例でも，ֲ文は，ॅ民参加と利ӹ分配
の公ฏの実現には，ଜ外から観光ۀاが参入しておらず，ଜ内の॓ധ，ҿ
৯，അ等についての絶対的な経営権をଜ民が掌握していることが，重要な
前提݅であると指摘していた（ֲ 2010）．

（12）同時に，本来非対শな関係にある，政および開発ۀ者と地域ॅ民の権力
関係に対して，政治制度がそのバランスを均ߧさせることの必要性も提起
されている．

は，エンパϫーメントの方法を論じる中で，個人とコミュニティの関ႍࠨ（13）
係についてएׯ論及しており，個人のエンパϫーメントにより，コミュニ
ティの自治能力が改善されると述べている（ႍࠨ 2009：7）．だが，高め
られた自治能力により状況にどのような変化がもたらされるのかについて
までは明らかにされていない．

（14）ここで，「communal� approach」の典型例であったచଜが，なぜツーリ
ズムの発展と運営において「独的な」権利を確保できたのかを問うこと
は興味深い．なぜならば，「communal� approach」は，少なくとも地域ॅ
民の利ӹ配分への参加は可能にしているが，意思決定への参加については
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՝題があることを著者自身が指摘しているからである．このことは，個人
のエンパϫーメントが不十分でコミュニティの自治において欠けるところ
があっても，周辺化の回避が可能であることを示している．だが，చଜ
が周辺化しなかった理由については，明確な分析はなされていない．

（15）例えば，ࢁଜ 2004，ྛക 2011 など．ࢁଜの事例では，「ଜ民ҕһ会は，
観光開発において何の役割も担っていなかった」とされている（ࢁଜ
2004：45）．
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